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１．本件上申の趣旨
名古屋高等裁判所金沢支部第２部は，昨日，本件（いわゆる福井女子中学生殺人事件）について，再審開始決定（以下，「本決定」という。）をした。平成16年7月15日の再審請求から７年を経て，ようやく本日の決定に至ったものである。

そこで，本決定と本再審の審理の特徴を指摘し，本事件の特質に鑑みて，検察関係当局に対し，異議申立をすることなく，本決定を確定させるよう要請する次第である。

２.本決定の内容

　　本決定は，弁護人が提出した新証拠についていずれも新規性を認めたうえ，新たに提出された多数の写真やコタツカバー等の物証，及び，それらを踏まえた法医学鑑定，並びに，法医学者の証人尋問の結果に基づき，①第三の刃器の存在が裏付けられ，確定判決における凶器の認定が維持できないこと，②ダッシュボードに血液が付着していたとするＡ男供述の信用性が否定されること，③本件の犯行態様は，幻覚，妄想状態に陥って心神耗弱状態で本件事件に及んだとする認定には，説明がつかない点が多々認められることが明らかとなった旨指摘して新証拠の証明力を認め，新旧両証拠を総合すると，「請求人と犯人とを結び付ける根拠となる客観的事実は一切存在しないという結果になる結果，確定判決の請求人が犯人であるとの認定には至らない蓋然性が高度に認められる」（51丁）とし，これが関係者供述の信用性に疑問を抱かせるに十分な事実であるとして，「請求人が本件事件の犯人であることを示す証拠はなく，請求人が本件事件の犯人であると認めるには合理的疑いが生じている」（51丁）とした。
３.再審開始決定の正当性
本決定は，証拠の新規性の判断について，これまでの裁判例を踏襲したものであって，その正当性は明らかである。

また，新証拠の証明力判断は，Ａ男やＢ男ら関係者の供述の中核部分というべき犯行態様や血痕目撃状況に関する供述について，多数の新証拠を含む客観的証拠を十分に検討し，さらに，検察官の主張や検察官の請求した石山鑑定人の鑑定内容をも取り入れたうえでなされた判断であって，揺るぎようのない合理的なものである。

そして，新旧全証拠の総合判断において，本件の特徴である請求人と犯人との同一性を裏付ける客観的証拠が皆無であることを明確に認定し，そのことからも関係者の供述の信用性に疑問があることを指摘して，請求人が本件事件の犯人であること認めるには合理的疑いが生じているとしたものであって，極めて堅実かつ穏当な内容である。
４．異議申し立ては許されないこと

（１）検察官は警察の暴走を許してきたこと
本件は，請求人の犯行を裏付けるに足りる物証も，自白もない事件であり，請求人の犯行を裏付ける証拠は，暴力団組員Ａ男と，同人の供述を契機に関係者とされたその知人たちの供述だけであるうえ，Ａ男の供述は減刑等の不純な動機に基づくものであり，かつ，関係者の供述は変遷や食い違いがある。

そのうえ，本再審では，本決定が依拠した上記各物証に加えて，捜査段階の関係者の未開示の供述調書２９通が新たに提出され，その結果，他の関係者の供述が，請求人の同行者や行動内容といったストーリーの核心部分について，Ａ男供述の変遷に追随して，架空の事実や，変遷の経過，理由を含めて，図ったように一致して変遷しているという重大な事実が明らかになった。それは，捜査官が，Ａ男供述に合うよう，関係者を強引に誘導して，ストーリーの核心部分に関する供述を作り上げたことを示すものである。
これに対し，請求人前川彰司は，逮捕直後から，「被害者は全然知りませんし，会ったこともありません。･･･嘘発見器にかけてもらっても結構です。･･･この事件はＡ男とその友人が作り上げた作り話だと私は思っています。」と具体的理由を挙げて，事件への関わりを一貫して否定しているのであり，関係者の供述の上記変遷状況は，請求人前川の訴えを裏付けるものである。

本件捜査の過程では，Ａ男ら関係者４名の全員が，「Ｌ男が前川を匿うよう求めてきた」と供述したとして，Ｌ男を犯人蔵匿容疑で誤認逮捕し，次いで，スカイラインのスピーカーカバーから発見されたＯ型血痕を被害者のものと速断して請求人を逮捕するという重大な事件が次々と発生しているが，これらは上記のような強引な捜査，取調が招いた必然的な結果である。
ところが，検察官は，警察の捜査の誤りを正すべき本来の職責を放棄し，請求人が無実であることを示す数々の証拠を無視して請求人を起訴したのであり，この点で，警察の暴走を許した検察官の責任は重大であるといわざるを得ない。
（２）検察官は証拠隠しに終始してきた

今回提出された新証拠の多くは，弁護側が公判段階で開示を求めたにもかかわらず，検察官が提出を拒んできたものである。

検察官は，公判段階で，犯行態様の解明に不可欠な，多数の写真やコタツカバー等の物証の提出を怠った。また，公判において，「警察，検察庁における供述調書を開示する意思はない。」（第３回公判調書）と広言して，強引な誘導による取調過程を示す捜査段階の供述調書の提出を拒んだ。さらに，Ｏ型血痕関係の捜査記録の開示を求める弁護人の請求を黙殺した。

そして，本再審において，上記各証拠が提出されたことによって，真相究明が飛躍的に進んだことに鑑みると，重要証拠の開示を拒否し続けた検察官の態度は正義に反するとともに公益の代表者としての公正さを欠き，「検察官は有罪そのものを目的とし，より重い処分の実現自体を成果とみなすがごとき姿勢となってはならない」という「検察の理念」に照らしても許されないものと考えざるを得ない。
（３）　検察官は根拠なく控訴してきた

本年8月25日付毎日新聞は，控訴審で有罪証言に転じたＮ男が，「事件の夜は前川さんと会っていない」，「警察は何を言っても信じてくれず，Ａ男の供述をベースにして『こうなんやぞ。間違いないでな』と繰り返すので，洗脳された」，「捜査官から，『話してくれれば違法行為があっても見逃す』と言われた」と告白して，控訴審段階で，有罪証言に転じたのは，警察の圧力に基づくものであると告白したことを報じている。

本件は，上記のとおり，証拠構造が脆弱であるうえ，第一審で無罪判決とされた事件であり，本来，第一審無罪判決がそのまま確定させるべきであった。ところが，検察官は，合理的な理由もなく控訴し，そのため，警察が，捜査側に抗しがたい素地を持つＮ男に圧力をかけて，有罪証言に転じさせ，それが控訴審判決を誤った有罪判決に導く大きな原因となったものである。
（４）　検察官の上記各行為によって請求人両名は筆舌に尽くしがたい苦痛を受けてきたこと

以上のとおり，本件は，警察が目撃供述をでっち上げ，検察官が，警察の暴走を許したばかりか，無実を裏付ける証拠の提出を拒み，根拠のなく控訴申立をした事件である。

そして，そのことが原因となって，事案の解明が大幅に遅れ，請求人前川彰司本人と，その家族は，四半世紀にわたって，筆舌に尽くしがたい苦しみを強いられ，本人は現在も後遺症に苦しんでいる。
（５）世論は本件開始決定を支持していること

添付の新聞各社の記事やこの間のテレビ報道から明らかなように，圧倒的な世論が本件開始決定を支持している。
この世論に反してまで，あえて，異議申立をする理由は皆無であるばかりか，あえて，異議申立をすれば，世論の厳しい非難を受けることは必至である。
先般，検察は「無実の人を罰しない」，「積極・消極問わず十分な証拠の収集・把握に努め，冷静かつ多角的にその評価を行う」などといった検察の理念を公表した。検察の引き返す勇気は，本件再審においてこそ，実践されるべきである。
（６）危惧される名古屋高等検察庁金沢支部の動きと本庁の果たすべき役割
　ところが，一部報道によれば，名古屋高等検察庁金沢支部は，何ら合理的根拠もなく，異議申立を前提とする準備を進めているとのことである。
よって，名古屋高等検察庁本庁におかれては，無意味な異議申立をすることなく，今回の再審開始決定を早期に確定させるべく，慎重な検討を頂くよう要請する次第である。
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